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【
事
案
の
概
要
】

Ｐ
社
は
、
東
京
都
港
区
に
本
店
を
置
き
、
建
設
事
業
及
び
合
材
事

業
を
主
に
営
む
株
式
会
社
で
あ
る
。
Ｐ
社
は
、
資
本
金
額
二
〇
億
円

の
大
会
社
で
あ
り
、
か
つ
取
締
役
会
設
置
会
社
及
び
監
査
役
会
設
置

会
社
で
あ
る
。
Ｐ
社
は
、
遅
く
と
も
平
成
二
〇
年
以
降
、
本
社
に
お

い
て
、
取
締
役
会
の
下
に
内
部
統
制
推
進
部
、
管
理
本
部
、
事
業
推

進
本
部
、
技
術
本
部
等
を
設
置
し
、
事
業
推
進
本
部
の
下
に
営
業
部
、

工
務
部
、
製
品
事
業
部
等
を
、
そ
れ
ぞ
れ
設
置
し
て
い
た
。
Ｐ
社
の

工
務
部
は
、
建
設
事
業
に
係
る
現
況
月
次
管
理
、
土
木
技
術
員
の
管

理
や
教
育
等
を
行
い
、
ま
た
、
Ｐ
社
に
お
け
る
合
材
事
業
は
、
製
品

事
業
部
及
び
支
店
の
製
品
部
又
は
製
品
課
が
担
当
し
て
い
た
。

１

被
告
Ｙ
は
、
平
成
二
四
年
六
月
二
八
日
か
ら
Ｐ
社
の
取
締
役
の
地

位
に
あ
り
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
少
な
く
と
も
平
成
二
七
年

一
月
二
七
日
（
本
件
違
反
行
為
の
終
了
日
）
ま
で
事
業
推
進
本
部
副

２

本
部
長
兼
製
品
事
業
部
長
を
務
め
た
。
被
告
Ｙ
は
、
平
成
二
一
年
六

月
二
六
日
に
取
締
役
に
就
任
す
る
と
と
も
に
事
業
推
進
本
部
副
本
部

長
兼
事
業
推
進
部
長
と
な
り
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

四
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
間
は
営
業
部
長
も
兼
務
し
、
同
年
四
月
一

日
か
ら
少
な
く
と
も
平
成
二
七
年
一
月
二
七
日
（
本
件
違
反
行
為
の

３

終
了
日
）
ま
で
事
業
推
進
本
部
長
を
務
め
た
。
被
告
Ｙ
は
、
平
成
二

四
年
六
月
二
八
日
か
ら
Ｐ
社
の
取
締
役
を
務
め
、
同
年
四
月
一
日
か

ら
少
な
く
と
も
平
成
二
七
年
一
月
二
七
日
（
本
件
違
反
行
為
の
終
了

日
）
ま
で
事
業
推
進
本
部
副
本
部
長
兼
工
務
部
長
を
務
め
た
。
被
告

４Ｙ
は
、
平
成
一
六
年
六
月
に
取
締
役
に
就
任
し
、
財
務
部
長
、
内
部

統
制
推
進
室
長
、
執
行
役
員
等
を
務
め
た
後
、
平
成
二
四
年
四
月
一

日
か
ら
代
表
取
締
役
に
就
任
し
た
。

合
材
の
製
造
販
売
事
業
を
営
む
Ｐ
社
を
含
む
九
社
（
以
下
、「
本

件
九
社
」）の
従
業
員
は
、
合
材
に
関
す
る
会
合
（
以
下
、「
九
社
会
」）

を
開
催
し
て
い
た
が
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
遅
く
と
も
平
成
二
三
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一



年
三
月
か
ら
平
成
二
七
年
一
月
二
七
日
ま
で
の
間
、
本
件
九
社
が
、

共
同
し
て
、
本
件
九
社
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
を
構
成
員
と
す
る
共
同

企
業
体
が
販
売
す
る
合
材
の
販
売
価
格
の
引
上
げ
を
行
っ
て
い
く
旨

の
合
意
（
以
下
、「
本
件
合
意
」）
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
共
の
利

益
に
反
し
て
、
我
が
国
に
お
け
る
合
材
の
販
売
分
野
に
お
け
る
競
争

を
実
質
的
に
制
限
し
た
こ
と
が
独
禁
法
二
条
六
項
に
規
定
す
る
不
当

な
取
引
制
限
に
該
当
し
、
独
禁
法
三
条
に
違
反
す
る
な
ど
と
認
定
し

て
、
令
和
元
年
七
月
三
〇
日
、
本
件
九
社
の
う
ち
Ｐ
社
を
含
む
七
社

に
対
し
、
独
禁
法
（
令
和
元
年
改
正
前
の
も
の
。
以
下
同
じ
。）
七

条
二
項
に
基
づ
き
排
除
措
置
を
命
じ
た
。
ま
た
、
公
正
取
引
委
員
会

は
、
本
件
違
反
行
為
が
独
禁
法
二
条
六
項
に
規
定
す
る
不
当
な
取
引

制
限
に
該
当
し
、
独
禁
法
三
条
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

独
禁
法
七
条
の
二
第
一
項
一
号
に
規
定
す
る
商
品
の
対
価
に
係
る
も

の
で
あ
る
と
し
て
、
同
項
に
基
づ
き
、
Ｐ
社
に
対
し
、
課
徴
金
と
し

て
二
八
億
九
七
八
一
万
円
を
令
和
二
年
三
月
二
日
ま
で
に
国
庫
に
納

付
す
る
よ
う
命
じ
、
Ｐ
社
は
こ
れ
を
納
付
し
た
（
の
ち
に
Ｐ
社
は
納

付
し
た
課
徴
金
額
の
一
部
取
消
訴
訟
を
提
起
し
た
が
、
最
終
的
に
請

求
は
棄
却
さ
れ
て
い
る
）。

Ｐ
社
の
株
式
を
提
訴
請
求
の
六
か
月
前
よ
り
引
き
続
き
保
有
す
る

株
主
で
あ
る
原
告
は
、
令
和
二
年
一
〇
月
一
四
日
、
Ｐ
社
の
監
査
役

ら
に
対
し
、
同
社
取
締
役
ら
に
お
い
て
本
件
違
反
行
為
に
つ
き
善
管

１

注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
な
ど
と
し
て
、
被
告
Ｙ
ら
に
対
す
る
損
害

賠
償
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
を
提
起
す
る
よ
う
請
求
し
た
。
し
か
し
、

Ｐ
社
の
監
査
役
ら
は
上
記
提
訴
請
求
の
日
か
ら
六
〇
日
以
内
に
被
告

１Ｙ
ら
に
対
す
る
上
記
訴
え
を
提
起
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
原
告
は
、

令
和
二
年
一
二
月
一
八
日
、
本
件
訴
え
を
提
起
し
た
。

【
判
旨
】
請
求
認
容

１

＜

被
告
Ｙ
に
つ
い
て＞

１

「
前
提
事
実
…
…
に
よ
れ
ば
、
被
告
Ｙ
は
、
遅
く
と
も
平
成
二
〇
年

頃
か
ら
Ｐ
社
の
製
品
事
業
部
に
在
籍
し
、
取
締
役
就
任
前
で
あ
る
平

成
二
二
年
四
月
か
ら
平
成
二
三
年
一
〇
月
ま
で
の
間
、
九
社
会
に
出

席
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
平
成
二
四
年
六
月
二
八
日
の
取
締
役

就
任
時
に
お
い
て
、
Ｐ
社
を
含
む
本
件
九
社
の
間
に
お
い
て
行
わ
れ

た
本
件
合
意
に
基
づ
き
、
Ｐ
社
が
合
材
の
販
売
価
格
の
引
上
げ
を

行
っ
て
い
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ

１

る
。
そ
の
上
で
、
認
定
事
実
…
…
に
よ
れ
ば
、
被
告
Ｙ
は
、
同
日
に

Ｐ
社
の
取
締
役
に
就
任
し
て
か
ら
平
成
二
七
年
一
月
二
七
日
に
至
る

ま
で
、
製
品
事
業
部
長
と
し
て
、
本
件
合
意
に
従
っ
て
、
製
品
事
業

部
方
針
を
決
定
し
、
同
方
針
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
た
社
内
通
達
の
発

出
に
つ
い
て
事
業
推
進
本
部
長
及
び
同
副
本
部
長
の
決
裁
を
経
た
上

で
、
社
内
通
達
等
を
通
じ
て
こ
れ
を
指
示
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら

二
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れ
る
。

取
締
役
は
、
会
社
を
名
宛
人
と
し
、
会
社
が
そ
の
業
務
を
行
う
に

際
し
て
遵
守
す
べ
き
全
て
の
法
令
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
う
も
の
で

１

あ
る
と
こ
ろ
、
被
告
Ｙ
の
前
記
…
…
の
行
為
は
、
事
業
者
で
あ
る
Ｐ

社
を
名
宛
人
と
し
、
Ｐ
社
が
遵
守
す
べ
き
独
禁
法
三
条
（
独
禁
法
二

条
六
項
に
規
定
す
る
不
当
な
取
引
制
限
の
禁
止
）
に
違
反
す
る
行
為

１

に
該
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
Ｙ
は
、
本
件
合
意
に
つ
い
て
取

締
役
と
し
て
の
法
令
遵
守
義
務
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
。」

２

＜

被
告
Ｙ
に
つ
い
て＞

２

「
前
提
事
実
…
…
に
よ
れ
ば
、
被
告
Ｙ
は
、
少
な
く
と
も
平
成
二
三

年
三
月
以
降
、
本
件
合
意
の
存
在
及
び
内
容
を
認
識
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
本
件
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
期
間
で
あ
る
同
月
か
ら
平
成
二
七

年
一
月
二
七
日
に
至
る
ま
で
、
製
品
事
業
部
が
本
件
合
意
に
従
っ
て

合
材
の
販
売
価
格
の
引
上
げ
方
針
を
決
定
し
、
上
記
方
針
を
Ｐ
社
の

指
示
内
容
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
ず
、
か
え
っ
て
、
事
業
推
進
本
部
本

部
長
と
し
て
、
上
記
方
針
を
記
載
し
た
通
達
の
発
出
を
承
認
し
た
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。

取
締
役
は
、
会
社
を
名
宛
人
と
し
、
会
社
が
そ
の
業
務
を
行
う
に

際
し
て
遵
守
す
べ
き
全
て
の
法
令
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
う
も
の
で

２

あ
る
と
こ
ろ
、
被
告
Ｙ
の
前
記
…
…
の
行
為
は
、
事
業
者
で
あ
る
Ｐ

社
を
名
宛
人
と
し
、
Ｐ
社
が
遵
守
す
べ
き
独
禁
法
三
条
（
独
禁
法
二

条
六
項
に
規
定
す
る
不
当
な
取
引
制
限
の
禁
止
）
に
違
反
す
る
行
為

２

に
該
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
Ｙ
は
、
本
件
合
意
に
つ
い
て
取

締
役
と
し
て
の
法
令
遵
守
義
務
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
。」

３

＜

被
告
Ｙ
に
つ
い
て＞

３

「
前
提
事
実
…
…
に
よ
れ
ば
、
被
告
Ｙ
は
、
少
な
く
と
も
平
成
二
三

年
三
月
以
降
、
本
件
合
意
の
存
在
及
び
内
容
を
認
識
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
取
締
役
に
就
任
し
た
平
成
二
四
年
六
月
二
八
日
か
ら
平
成
二
七

年
一
月
二
七
日
に
至
る
ま
で
、
製
品
事
業
部
が
本
件
合
意
に
従
っ
て

２

合
材
の
販
売
価
格
の
引
上
げ
方
針
を
決
定
し
、
上
記
方
針
を
Ｐ
の
指

示
内
容
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
ず
、
か
え
っ
て
、
事
業
推
進
本
部
副
本

部
長
と
し
て
、
上
記
方
針
を
記
載
し
た
通
達
の
発
出
を
承
認
し
た
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。

取
締
役
は
、
会
社
を
名
宛
人
と
し
、
会
社
が
そ
の
業
務
を
行
う
に

際
し
て
遵
守
す
べ
き
全
て
の
法
令
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
う
も
の
で

３

あ
る
と
こ
ろ
、
被
告
Ｙ
の
前
記
…
…
の
行
為
は
、
事
業
者
で
あ
る
Ｐ

社
を
名
宛
人
と
し
、
Ｐ
社
が
遵
守
す
べ
き
独
禁
法
三
条
（
独
禁
法
二

条
六
項
所
定
の
不
当
な
取
引
制
限
の
禁
止
）
に
違
反
す
る
行
為
に
該

３

当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
Ｙ
は
、
本
件
合
意
に
つ
い
て
取
締
役

と
し
て
の
法
令
遵
守
義
務
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
。」

４
＜

被
告
Ｙ
に
つ
い
て＞

４

「
前
提
事
実
…
…
に
よ
れ
ば
、
被
告
Ｙ
は
、
少
な
く
と
も
平
成
二
三
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三



年
三
月
以
降
、
本
件
合
意
の
存
在
及
び
内
容
を
認
識
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
同
月
か
ら
平
成
二
七
年
一
月
二
七
日
に
至
る
ま
で
、
製
品
事
業

部
が
本
件
合
意
に
従
っ
て
合
材
の
販
売
価
格
の
引
上
げ
方
針
を
決
定

し
、
上
記
方
針
を
Ｐ
社
の
指
示
内
容
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
か
っ
た

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

取
締
役
は
、
会
社
を
名
宛
人
と
し
、
会
社
が
そ
の
業
務
を
行
う
に

際
し
て
遵
守
す
べ
き
全
て
の
法
令
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
う
も
の
で

４

あ
る
と
こ
ろ
、
被
告
Ｙ
の
前
記
…
…
の
行
為
は
、
事
業
者
で
あ
る
Ｐ

社
を
名
宛
人
と
し
、
Ｐ
社
が
遵
守
す
べ
き
独
禁
法
三
条
（
独
禁
法
二

条
六
項
に
規
定
す
る
不
当
な
取
引
制
限
の
禁
止
）
に
違
反
す
る
行
為

４

を
黙
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
Ｙ
は
、
本
件
合
意

に
つ
い
て
取
締
役
と
し
て
の
善
管
注
意
義
務
（
法
令
遵
守
義
務
）
に

違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
。」

＜

損
害
の
額＞

「
被
告
ら
が
Ｐ
社
の
取
締
役
を
務
め
て
い
た
時
期
と
本
件
課
徴
金
命

令
に
係
る
課
徴
金
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
Ｐ
社
の
売
上
額
に
係
る

本
件
実
行
期
間
の
重
な
り
を
考
慮
す
る
と
、
被
告
ら
は
、
本
件
自
認

課
徴
金
額
の
う
ち
、
原
告
の
被
告
ら
に
対
す
る
各
請
求
額
相
当
額
の

損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

【
研
究
】

一

は
じ
め
に

本
件
は
、
会
社
の
独
禁
法
違
反
行
為
に
関
し
て
取
締
役
の
任
務
懈

怠
責
任
を
追
及
す
る
株
主
代
表
訴
訟
事
件
で
あ
る
。
従
来
の
類
似
事

件
と
し
て
は
、
①
三
菱
商
事
黒
鉛
電
極
カ
ル
テ
ル
事
件
（
東
京
地
判

平
成
一
六
年
五
月
二
〇
日
判
時
一
八
七
一
号
一
二
五
頁
）、
②
野
村

證
券
損
失
補
填
事
件
（
最
判
平
成
一
二
年
七
月
七
日
民
集
五
四
巻
六

号
一
七
六
七
頁
）
が
あ
る
。
①
で
は
、
米
国
に
お
い
て
カ
ル
テ
ル
に

関
与
し
た
従
業
員
の
上
司
等
の
会
社
幹
部
が
カ
ル
テ
ル
の
存
在
を
認

識
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
等
か
ら
、

取
締
役
の
責
任
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
②
で
は
、
独
禁
法
違

反
行
為
が
取
締
役
の
法
令
遵
守
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
は
認
め
た
上

で
、
法
令
違
反
行
為
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
取

締
役
に
故
意
・
過
失
（
帰
責
事
由
）
が
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
当
時
、

損
失
補
填
行
為
が
独
禁
法
に
違
反
す
る
と
の
認
識
が
な
か
っ
た
こ
と

に
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
し
て
、
取
締
役
の
責
任
は
否
定

さ
れ
て
い
る
。

１

２

３

本
判
決
で
は
、
Ｐ
社
の
取
締
役
Ｙ
、
Ｙ
、
Ｙ
が
、
他
社
と
の
合
材

の
販
売
価
格
に
関
す
る
合
意
が
独
占
禁
止
法
に
違
法
し
て
い
る
と
い

う
認
識
を
も
ち
つ
つ
、
会
社
の
業
務
と
し
て
価
格
カ
ル
テ
ル
の
実
行

四

判

例
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に
積
極
的
に
関
与
し
た
こ
と
を
認
定
し
、
法
令
遵
守
義
務
違
反
を
理

由
に
会
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
（
直
接
業
務

４

に
関
与
し
て
い
な
い
代
表
取
締
役
Ｙ
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
責
任
が

認
め
ら
れ
て
い
る
）。
ま
た
、
本
判
決
は
、
Ｐ
社
が
納
付
し
た
課
徴

金
の
う
ち
、
取
消
訴
訟
で
争
っ
て
い
な
い
部
分
（
自
認
課
徴
金
相
当

額
一
八
億
三
四
一
七
万
円
）
を
そ
の
ま
ま
会
社
の
損
害
と
し
て
認
め

た
点
で
も
重
要
な
意
味
を
有
し
て
お
り
、
独
禁
法
違
反
の
課
徴
金
は

巨
額
と
な
り
得
る
こ
と
か
ら
、
経
済
界
に
対
し
て
大
き
な
イ
ン
パ
ク

ト
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

な
お
、
本
件
は
被
告
側
か
ら
控
訴
さ
れ
た
が
、
東
京
高
等
裁
判
所

は
控
訴
を
棄
却
し
て
い
る
。

二

取
締
役
の
法
令
遵
守
義
務
に
つ
い
て

（
一
）
判
例

野
村
證
券
損
失
補
填
事
件
上
告
審
判
決
（
以
下
、「
平
成
一
二
年

最
判
」）
は
、
Ｑ
社
が
Ｒ
社
と
の
取
引
関
係
の
維
持
拡
大
を
目
的
と

し
て
同
社
に
対
し
本
件
損
失
補
填
を
実
施
し
た
こ
と
は
、
独
占
禁
止

法
一
九
条
に
違
反
し
て
お
り
、
同
条
の
規
定
は
旧
商
法
二
六
六
条
一

項
五
号
の
「
法
令
」
に
含
ま
れ
る
と
明
確
に
述
べ
た
。
取
締
役
が
会

社
に
対
し
て
負
う
べ
き
義
務
と
し
て
、
善
管
注
意
義
務
・
忠
実
義
務

と
は
異
な
る
法
令
遵
守
義
務
を
は
じ
め
て
認
め
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
取
締
役
が
法
令
違
反
行
為
に
よ
り
損
害
賠
償
を
負
う
た

め
に
は
、
当
該
違
反
行
為
に
つ
き
故
意
ま
た
は
過
失
あ
る
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
本
件
取
締
役
ら
は
旧
証
券
取
引
法
や
通
達
に

つ
い
て
は
注
意
を
払
っ
て
い
た
が
独
禁
法
違
反
の
問
題
に
つ
い
て
は

思
い
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
関
係
当
局
に
お
い
て
も
当
初
は
独
占
禁

止
法
違
反
の
問
題
を
取
り
あ
げ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
公
正
取
引
委

員
会
が
損
失
補
填
行
為
が
独
占
禁
止
法
一
九
条
違
反
と
い
う
見
解
を

と
る
ま
で
に
相
当
の
時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
の
事
実
か
ら
、

本
件
取
締
役
ら
が
当
時
に
お
い
て
損
失
補
填
の
行
為
が
独
占
禁
止
法

に
違
反
す
る
と
の
認
識
を
有
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
や
む

を
得
な
い
も
の
と
認
定
し
た
。
結
果
的
に
、
法
令
違
反
を
認
識
し
な

か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
過
失
は
否
定
さ
れ
、
本
件
取
締
役
ら
に
対

す
る
損
害
賠
償
請
求
は
退
け
ら
れ
た
。

（
二
）
学
説

現
在
の
会
社
法
学
説
の
多
数
は
い
わ
ゆ
る
二
元
説
を
と
り
、
取
締

役
に
善
管
注
意
義
務
と
は
異
な
る
法
令
遵
守
義
務
が
あ
る
こ
と
を
前

提
と
し
た
う
え
で
、
会
社
が
法
令
違
反
行
為
を
お
こ
な
っ
た
場
合
に

は
、
取
締
役
は
直
ち
に
任
務
懈
怠
と
な
り
、
取
締
役
の
側
で
過
失
が

な
い
こ
と
を
主
張
・
立
証
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、

二
元
説
の
代
表
的
論
者
は
、
取
締
役
の
任
務
懈
怠＝

善
管
注
意
義
務

違
反
の
要
件
を
基
礎
づ
け
る
事
実
と
、
過
失
の
要
件
を
基
礎
づ
け
る

826 法と政治 74巻 3号 （2023年 11月）

会
社
の
業
務
行
為
が
独
禁
法
違
反
に
あ
た
る
場
合
と
取
締
役
の
任
務
懈
怠
責
任
（
世
紀
東
急
工
業
株
主
代
表
訴
訟
事
件
）

五



事
実
と
が
実
質
上
重
な
り
合
う
こ
と
が
多
い
こ
と
を
承
認
し
た
上
で
、

一
元
説
と
二
元
説
の
実
際
上
の
違
い
は
、
取
締
役
の
責
任
が
否
定
さ

れ
る
べ
き
事
情
が
、
一
元
説
で
は
善
管
注
意
義
務
の
有
無
の
考
慮
の

中
で
考
慮
さ
れ
る
の
に
対
し
、
二
元
説
で
は
帰
責
事
由
の
有
無
の
中

で
考
慮
さ
れ
、
ま
た
、
一
元
説
で
は
取
締
役
の
責
任
を
追
及
す
る
側

に
責
任
を
肯
定
す
べ
き
事
情
の
証
明
責
任
が
課
さ
れ
る
の
に
対
し
、

二
元
説
で
は
責
任
を
追
及
さ
れ
る
側
が
責
任
を
否
定
す
べ
き
事
情
の

証
明
責
任
を
負
う
と
い
う
証
明
責
任
の
分
配
の
仕
方
に
帰
着
す
る
、

と
説
明
す

（
１
）

る
。

こ
の
よ
う
に
、
二
元
説
は
、
善
管
注
意
義
務
と
は
別
の
法
令
遵
守

義
務
を
主
張
す
る
が
、「
善
管
注
意
義
務
違
反
の
要
件
」
と
「
過
失

の
要
件
」
が
事
実
上
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
一
元
説

と
の
違
い
は
証
明
責
任
の
所
在
の
み
で
あ
る
（
し
か
し
、
証
明
責
任

の
点
に
関
し
て
は
、
一
元
説
の
立
場
か
ら
も
、
法
令
違
反
が
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
原
則
と
し
て
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
る
と
い
う
事

実
上
の
推
定
の
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
結
論
に
お
い
て
実
質

的
な
違
い
を
生
じ
な
い
と
思
わ
れ
る
）。

１

３

三

違
法
行
為
に
直
接
関
与
し
た
取
締
役
（
Ｙ
～
Ｙ
）

（
一
）
本
件
取
締
役
ら
の
認
識
の
有
無

取
締
役
の
法
令
遵
守
義
務
が
問
題
と
な
る
典
型
的
な
事
案
は
、
取

締
役
自
身
が
違
法
な
業
務
執
行
を
実
行
し
た
場
合
ま
た
は
部
下
に
指

示
し
て
違
法
な
業
務
執
行
を
さ
せ
た
場
合
で
あ
る
。
上
述
の
と
お
り
、

判
例
・
多
数
説
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
取
締
役
は
善
管
注
意
義
務
と
は

別
の
法
令
遵
守
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
会
社
に
違
法
行
為
を
さ
せ
た

と
き
に
は
、
無
過
失
が
証
明
で
き
な
い
限
り
、
会
社
に
対
す
る
任
務

懈
怠
責
任
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

１

本
判
決
で
は
、
取
締
役
就
任
前
か
ら
九
社
会
に
参
加
し
て
い
た
Ｙ

に
つ
い
て
は
、
本
件
合
意
を
認
識
し
て
い
た
と
し
て
法
令
遵
守
義
務

２

３

違
反
を
認
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｙ
お
よ
び
Ｙ
に
つ
い
て
は
、
九
社

会
に
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
推
認
と
い
う
手
法
を
用
い
る

こ
と
に
よ
り
、
本
件
合
意
を
認
識
し
て
い
た
と
認
定
し
て
い
る
（
後

４

述
の
と
お
り
、
Ｙ
に
つ
い
て
も
同
様
の
認
定
を
し
て
い
る
）。
す
な

わ
ち
、
取
締
役
ら
が
出
席
し
て
い
た
Ｐ
社
の
経
営
会
議
に
お
い
て
、

「
合
材
の
社
外
販
売
価
格
及
び
社
内
販
売
価
格
に
係
る
指
示
の
内
容

に
つ
い
て
、
何
ら
具
体
的
か
つ
実
質
的
な
検
討
を
せ
ず
、
漫
然
と
製

品
事
業
部
方
針
を
Ｐ
社
の
指
示
内
容
と
し
た
こ
と
は
、
極
め
て
不
自

然
で
あ
り
、
か
か
る
事
態
は
、
製
品
事
業
部
以
外
の
部
、
執
行
役
員

及
び
取
締
役
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
、
製
品
事
業
部
方

針
に
つ
い
て
そ
の
段
階
で
更
に
検
討
す
る
必
要
が
な
く
、
上
記
方
針

を
採
用
す
る
こ
と
が
Ｐ
社
の
利
益
を
損
な
う
こ
と
は
な
い
と
判
断
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。」
と
し
た
上
で
、
そ
こ
で

六

判

例
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検
討
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、「
製
品
事
業
部
以
外
の
部
長
、

執
行
役
員
及
び
取
締
役
も
本
件
合
意
の
存
在
及
び
内
容
並
び
に
製
品

事
業
部
が
本
件
合
意
に
沿
っ
て
上
記
方
針
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
を

認
識
し
て
い
た
た
め
に
、
上
記
方
針
に
つ
い
て
、
合
材
事
業
に
お
け

る
合
材
の
販
売
価
格
に
関
す
る
競
争
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し

た
具
体
的
か
つ
実
質
的
な
検
討
を
行
う
必
要
が
な
い
と
判
断
し
て
い

た
も
の
と
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
Ｐ
社
の
営
業
利
益
の
五
―
六
割
を
生

み
出
し
て
い
る
合
材
の
販
売
価
格
に
つ
い
て
、
経
営
会
議
で
具
体
的

な
検
討
が
一
切
な
さ
れ
な
い
こ
と
は
極
め
て
奇
異
で
あ
り
、
参
加
者

全
員
が
本
件
合
意
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
特
殊
事
情
で
も
な
い
限

り
説
明
で
き
な
い
と
い
う
経
験
則
を
ベ
ー
ス
に
判
断
し
た
も
の
と
思

わ
れ

（
２
）

る
。

な
お
、
平
成
一
二
年
最
判
で
は
、
取
締
役
ら
が
法
令
違
反
行
為
に

よ
り
損
害
賠
償
を
負
う
た
め
に
は
、
当
該
違
反
行
為
に
つ
き
故
意
ま

た
は
過
失
（
帰
責
事
由
）
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
が
、
本
件
で

は
被
告
取
締
役
全
員
に
法
令
違
反
の
認
識
が
あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
た

た
め
に
、
帰
責
事
由
の
有
無
は
と
く
に
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
取
締
役
が
法
令
違
反
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な

か
っ
た
場
合
の
扱
い
に
つ
い
て
は
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い

（
３
）

る
（
た

だ
し
、
取
締
役
が
法
令
違
反
行
為
に
直
接
関
与
し
て
い
る
場
合
に
は
、

帰
責
不
可
事
由
が
認
め
ら
れ
る
余
地
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
）。

（
二
）
違
法
な
業
務
執
行
へ
の
直
接
関
与

本
判
決
は
、
取
締
役
ら
の
違
法
行
為
へ
の
関
与
に
つ
き
以
下
の
と

お
り
判
示
し
て
い
る
。

１

ま
ず
被
告
Ｙ
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
社
の
取
締
役
に
就
任
し
て
か
ら
製

品
事
業
部
長
と
し
て
、
本
件
合
意
に
従
っ
て
、
製
品
事
業
部
方
針
を

決
定
し
、
同
方
針
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
た
社
内
通
達
の
発
出
に
つ
い

て
事
業
推
進
本
部
長
及
び
同
副
本
部
長
の
決
裁
を
経
た
上
で
、
社
内

通
達
等
を
通
じ
て
こ
れ
を
指
示
し
て
い
た
。

２

３

ま
た
、
被
告
Ｙ
お
よ
び
Ｙ
に
つ
い
て
は
、
製
品
事
業
部
が
本
件
合

意
に
従
っ
て
合
材
の
販
売
価
格
の
引
上
げ
方
針
を
決
定
し
、
こ
の
方

針
を
Ｐ
社
の
指
示
内
容
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
ず
、
か
え
っ
て
、
事
業

推
進
本
部
本
部
長
（
ま
た
は
副
本
部
長
）
と
し
て
、
通
達
の
発
出
を

承
認
し
た
。

以
上
の
と
お
り
、
会
社
に
対
す
る
責
任
（
株
主
代
表
訴
訟
）
の
事

案
で
あ
る
本
件
で
は
、
平
成
一
二
年
最
判
の
立
場
に
忠
実
に
、
取
締

役
に
法
令
違
反
行
為
の
認
識
と
直
接
の
関
与
が
あ
れ
ば
、
善
管
注
意

義
務
違
反
の
有
無
を
問
う
こ
と
な
く
、
た
だ
ち
に
会
社
に
対
す
る
任

務
懈
怠
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
対
第
三
者
責
任
の
事
例

こ
れ
に
対
し
、
会
社
の
法
令
違
反
行
為
に
つ
い
て
代
表
取
締
役
の
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第
三
者
に
対
す
る
責
任
を
認
め
た
事
案
（
名
古
屋
高
金
沢
支
判
平
成

一
七
年
五
月
一
八
日
判
時
一
八
九
八
号
一
三
〇
頁
。
大
阪
高
判
平
成

二
六
年
二
月
二
七
日
判
時
二
二
四
三
号
八
二
頁
。）
に
お
い
て
、
裁

判
所
は
、
代
表
取
締
役
が
自
ら
の
違
法
行
為
を
中
止
す
る
こ
と
に
加

え
て
、
会
社
の
業
務
執
行
に
お
け
る
法
令
遵
守
の
た
め
の
適
切
な
内

部
統
制
シ
ス
テ
ム
を
社
内
に
構
築
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を

怠
っ
た
こ
と
を
重
過
失
（
善
管
注
意
義
務
違
反
）
の
具
体
的
内
容
と

し
て
認
定
し
て
い
る
点
が
注
目
で
き
る
。
こ
れ
は
、
取
締
役
の
会
社

に
対
す
る
善
管
注
意
義
務
が
、
同
時
に
法
令
遵
守
義
務
を
含
む
こ
と

を
意
識
し
た
判
示
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
下
級
審
裁
判
所
は
、
平
成
一
二
年
最
判
が
判
示
し
た

「
法
令
遵
守
義
務
」
と
い
う
概
念
を
会
社
に
対
す
る
責
任
の
事
例
に

限
定
さ
れ
る
と
解
し
た
上
で
（
そ
の
た
め
、
あ
え
て
「
法
令
遵
守
義

務
」
と
は
区
別
し
て
「
遵
法
経
営
義
務
」
と
呼
ん
で
い
る
）、
第
三

者
に
対
す
る
責
任
事
例
で
は
、
法
令
違
反
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の

社
内
体
制
を
講
じ
な
か
っ
た
と
い
う
会
社
に
対
す
る
善
管
注
意
義
務

違
反
と
の
関
連
に
お
い
て
、
取
締
役
の
任
務
懈
怠
責
任
を
根
拠
づ
け

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

４

四

違
法
行
為
に
関
与
し
な
か
っ
た
取
締
役
（
Ｙ
）

４

本
件
事
案
に
お
い
て
、
代
表
取
締
役
Ｙ
は
、
本
件
合
意
に
基
づ
い

て
事
業
方
針
を
決
定
し
、
そ
れ
を
社
内
通
達
な
ど
の
方
法
に
よ
り
指

示
す
る
な
ど
の
実
行
行
為
に
は
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

４

裁
判
所
は
、
Ｙ
が
本
件
合
意
が
独
占
禁
止
法
に
違
反
す
る
も
の
で
あ

る
と
の
認
識
は
有
し
て
い
た
こ
と
が
推
認
で
き
る
と
し
た
う
え
で
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
役
員
等
の
違
法
行
為
を
防
止
せ
ず
、

黙
認
し
て
い
た
こ
と
は
善
管
注
意
義
務
（
法
令
遵
守
義
務
）
違
反
で

あ
る
と
認
め
た
。

本
件
か
ら
は
、
取
締
役
が
他
の
役
員
の
法
令
違
反
行
為
に
つ
い
て

認
識
し
て
い
た
場
合
に
は
、
た
と
え
自
身
が
関
与
し
て
い
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
、
任
務
懈
怠
と
評
価
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う

こ
と
が
い
え
る
。
社
内
で
違
法
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識

が
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
積
極
的
な
措
置
を
と
る
法

的
義
務
が
取
締
役
に
は
課
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

４

判
例
・
多
数
説
（
二
元
説
）
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
Ｙ
の
責
任
は
、

法
令
遵
守
義
務
の
違
反
で
は
な
く
、
監
視
義
務
の
違
反
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
法
令
遵
守
義
務
は
取
締
役
自
身
が
行
う
業
務

執
行
行
為
に
つ
い
て
の
み
問
題
と
さ
れ
る
か
ら
、
他
の
役
員
の
法
令

違
反
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
そ
の
違
法
行
為
を
防
止
し
な
か
っ
た
こ

と
は
、
い
わ
ゆ
る
監
視
義
務
の
問
題
と
し
て
、
取
締
役
の
善
管
注
意

義
務
違
反
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
取
締
役
自
身
が
関
与
（
実
行
ま
た
は
指
示
）
し
て
い
る

八

判

例
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か
否
か
で
法
令
遵
守
義
務
の
適
用
範
囲
を
画
す
る
こ
と
に
は
合
理
性

が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
と
り
わ
け
、
日
本
企
業
の
よ
う
に
、
会
社

の
利
益
追
求
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
強
く
、
役
員
か
ら
の
明
確
な
指
示

が
な
く
て
も
、
そ
れ
を
忖
度
す
る
こ
と
に
よ
り
、
下
位
の
役
員
や
従

業
員
が
違
法
行
為
を
行
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
風
土
で
は
、
こ
の
よ

う
な
形
式
的
区
分
に
は
疑
問
が
あ
る
。
通
常
、
会
社
の
業
務
執
行
は

他
の
役
員
や
従
業
員
を
通
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
取
締
役

が
「
会
社
を
し
て
法
令
に
違
反
し
な
い
よ
う
に
業
務
執
行
を
行
う
義

務
を
負
う
」
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
義
務
は
、
取
締
役
自
身
の

業
務
執
行
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
役
員
や
従
業
員
に
よ
る
業
務
行
為

の
監
視
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な

わ
ち
、
取
締
役
の
法
令
遵
守
に
関
す
る
義
務
と
し
て
は
、
①
取
締
役

自
身
の
業
務
執
行
の
決
定
・
実
行
が
法
令
に
違
反
し
な
い
よ
う
に
す

る
義
務
、
の
み
な
ら
ず
、
②
他
の
役
員
や
従
業
員
の
業
務
行
為
が
法

令
に
違
反
し
な
い
よ
う
に
す
る
義
務
、
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
善
管
注
意
義
務
の
一
内
容
と
し
て
、
取
締
役
は
会
社
を
し

て
法
令
に
違
反
し
な
い
よ
う
に
業
務
執
行
を
行
う
義
務
を
負
う
と
考

え
る
一
元
説
の
立
場
か
ら
は
当
然
に
導
か
れ
る
結
論
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
本
件
裁
判
所
は
「
善
管
注
意
義
務
（
法
令
遵

守
義
務
）」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
は
、「
会
社
を
し
て
法
令
に
違
反

し
な
い
よ
う
に
業
務
執
行
を
行
う
義
務
」
と
い
う
法
令
遵
守
義
務
を

含
む
も
の
で
も
あ
り
、
取
締
役
の
関
与
の
有
無
で
両
者
を
区
別
す
る

実
質
的
必
要
は
な
い
、
と
い
う
同
裁
判
所
の
認
識
の
あ
ら
わ
れ
と
み

ら
れ
る
。

４

な
お
、
本
件
で
は
間
接
事
実
が
そ
ろ
っ
て
い
た
た
め
に
Ｙ
に
法
令

違
反
行
為
の
認
識
が
あ
っ
た
と
推
認
さ
れ
て
い
る
が
、
も
し
も
認
識

が
な
い
場
合
に
は
、
さ
ら
に
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
義
務
が
尽
く

さ
れ
て
い
た
か
否
か
が
問
題
と
な
り
得

（
４
）

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
判

例
評
釈
の
範
囲
を
超
え
る
の
で
別
稿
に
譲
る
。

五

損
害
に
つ
い
て

任
務
懈
怠
と
し
て
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
責
任
が
確
定
し
た
場

合
、
取
締
役
は
、
そ
れ
ら
の
違
法
行
為
に
よ
り
会
社
が
被
っ
た
損
害

を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
取
締
役
が
賠
償
す
べ
き

会
社
の
損
害
の
範
囲
は
、
債
務
不
履
行
規
定
（
民
法
四
一
六
条
）
に

よ
り
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
は
債
務
不
履

行
に
因
っ
て
通
常
生
じ
る
べ
き
損
害
の
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

会
社
が
支
払
っ
た
罰
金
、
制
裁
金
、
課
徴
金
、
指
名
停
止
に
よ
る
損

害
、
信
用
低
下
に
よ
る
売
上
げ
の
減
少
、
な
ど
の
会
社
の
損
害
の
う

ち
通
常
損
害
に
つ
い
て
賠
償
の
責
め
に
任
じ
る
。

本
判
決
は
、
Ｐ
社
が
納
付
し
た
課
徴
金
の
う
ち
、
取
消
訴
訟
で
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争
っ
て
い
な
い
部
分
（
自
認
課
徴
金
相
当
額
一
八
億
三
四
一
七
万

円
）
を
そ
の
ま
ま
会
社
の
損
害
と
し
て
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
に
関

し
て
、
独
禁
法
の
課
徴
金
は
違
反
行
為
を
防
止
す
る
と
い
う
行
政
目

的
を
達
成
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
会
社
が
受
け
る
べ

き
制
裁
を
取
締
役
個
人
に
転
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問

が
生
じ
る
。
ま
た
、
会
社
に
対
す
る
課
徴
金
の
額
が
か
な
り
高
額
で

あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
連
帯
責
任
と
は
い
え
、
こ
れ
を
自
然
人
で

あ
る
取
締
役
に
賠
償
さ
せ
る
こ
と
は
酷
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と

の
見
方
も
あ
り
え
よ
う
。
こ
の
た
め
、
学
説
の
中
に
は
、
課
徴
金
相

当
額
の
賠
償
責
任
を
取
締
役
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
違
法
行
為
の
抑

止
・
制
裁
と
い
う
課
徴
金
の
制
度
趣
旨
を
損
う
こ
と
に
な
り
許
容
さ

れ
な
い
、
と
す
る
立
場
も
み
ら
れ

（
５
）

る
。

し
か
し
、
こ
の
立
場
に
よ
っ
て
取
締
役
の
責
任
を
否
定
し
よ
う
と

す
れ
ば
相
当
強
引
な
解
釈
論
を
と
ら
ざ
る
を
得
ず
、
か
つ
、
会
社
の

支
払
っ
た
課
徴
金
や
罰
金
相
当
額
に
つ
い
て
一
律
・
全
面
的
に
取
締

役
の
責
任
を
否
定
す
る
こ
と
が
妥
当
と
も
思
わ
れ
な

（
６
）

い
。
実
際
、
こ

の
立
場
は
、
学
説
に
お
い
て
広
く
支
持
さ
れ
て
お
ら
ず
、
裁
判
所
も

採
用
し
て
い
な

（
７
）

い
。
本
件
事
案
の
下
で
は
、
損
害
額
の
算
定
、
損
益

相
殺
、
過
失
相
殺
、
な
ど
の
手
法
に
よ
り
、
取
締
役
の
賠
償
額
の
限

定
を
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
か
ら
、
本
判
決
が
と
る
結
論
は
避
け

ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

六

お
わ
り
に

判
例
・
多
数
説
（
二
元
説
）
が
用
い
る
意
味
で
の
「
法
令
遵
守
義

務
」
と
は
、
対
会
社
責
任
の
事
例
に
お
い
て
、
違
法
性
の
認
識
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
取
締
役
自
身
が
積
極
的
に
法
令
違
反
行

為
に
関
与
し
て
い
た
場
合
に
、
そ
の
違
反
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
味
で
の
「
法
令
遵
守
義
務
」
が
妥
当
す

る
範
囲
は
意
外
と
小
さ
く
、
会
社
の
業
務
執
行
に
つ
い
て
、
取
締
役

が
自
ら
実
行
行
為
を
な
し
、
ま
た
は
決
定
事
項
を
指
示
し
て
部
下
に

行
わ
せ
る
場
合
に
限
り
、
そ
れ
ら
の
行
為
が
法
令
に
違
反
し
な
い
よ

う
に
す
る
義
務
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
法
令
遵
守
義
務
の
妥
当
範
囲
を
取
締
役

自
身
が
関
与
し
て
い
る
場
合
に
限
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
あ
る
と
は

い
え
な
い
。
善
管
注
意
義
務
の
一
内
容
と
し
て
、
取
締
役
は
会
社
を

し
て
法
令
に
違
反
し
な
い
よ
う
に
業
務
執
行
を
行
う
義
務
を
負
う
と

し
た
う
え
で
、
取
締
役
の
法
令
遵
守
に
関
す
る
義
務
と
し
て
は
、
①

自
身
の
業
務
執
行
の
決
定
・
実
行
が
法
令
に
違
反
し
な
い
よ
う
に
注

意
す
る
義
務
、
の
み
な
ら
ず
、
②
他
の
役
員
や
従
業
員
の
業
務
行
為

が
法
令
に
違
反
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
義
務
、
も
含
ま
れ
る
と
解

す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
監
査
役
は
業
務
執
行
権
限
を
も
た
な
い
か
ら
、
判
例
・
多

数
説
が
用
い
る
意
味
で
の
「
法
令
遵
守
義
務
」
は
負
わ
な
い
こ
と
は

一
〇
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明
白
で
あ
る
が
、
取
締
役
以
外
の
役
員
も
善
管
注
意
義
務
の
一
内
容

と
し
て
法
令
遵
守
義
務
を
負
う
と
い
う
べ
き
で
あ

（
８
）

り
、
こ
の
点
か
ら

も
判
例
・
多
数
説
の
立
場
に
は
疑
問
が
残
る
。

（
１
）

吉
原
和
志
「
会
社
法
の
下
で
の
取
締
役
の
対
会
社
責
任
」
江
頭
還
暦
・

企
業
法
の
理
論
（
上
）
五
二
八
頁
。

（
２
）

柏
木
裕
介
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
（N

o.1576

）
六
頁
、
七
頁
。

（
３
）

得
津
晶
「
判
批
」
資
料
版
商
事
法
務
四
六
〇
号
一
四
六
頁
、
一
五
〇
頁

以
下
は
、
法
令
遵
守
義
務
違
反
が
あ
っ
た
場
合
の
帰
責
事
由
、
免
責
事
由
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
４
）

山
部
俊
文
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
（N

o.1582

）
九
七
頁
、
一
〇
〇
頁

は
、
「
仮
に
Ｙ
ら
に
認
識
が
な
か
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
に
過
失
が
な
い
と
す

る
の
は
難
し
そ
う
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
５
）

松
井
秀
征
「
会
社
に
対
す
る
金
銭
的
制
裁
と
取
締
役
の
会
社
法
上
の
責

任
」
江
頭
還
暦
・
企
業
法
の
理
論
（
上
）
五
八
一
頁
。

（
６
）

山
部
、
前
掲
一
〇
〇
頁
。

（
７
）

た
と
え
ば
、
有
価
証
券
報
告
書
等
の
虚
偽
記
載
に
よ
り
会
社
に
課
徴
金

が
課
さ
れ
た
事
例
に
お
い
て
も
、
会
社
法
四
二
三
条
を
通
じ
て
こ
れ
を
取
締

役
個
人
に
転
嫁
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
。
仙
台
地
判
平
成
二
七
年
一

月
一
四
日LE
X
/D
B
25506084

。

（
８
）

神
田
秀
樹
・
会
社
法
（
第
二
五
版
）
二
五
四
頁
注
３
。
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会
社
の
業
務
行
為
が
独
禁
法
違
反
に
あ
た
る
場
合
と
取
締
役
の
任
務
懈
怠
責
任
（
世
紀
東
急
工
業
株
主
代
表
訴
訟
事
件
）

一
一
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